
  三江線沿線地域公共交通網形成計画 ～概要版～

計画の区域：三江線沿線地域を対象範囲とします。

計画の期間：平成29年10月～平成35年3月とします。

理念 地域の人々の思いをのせて、新たな未来へつなぐ公共交通

基本方針 基本目標 事 業
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1.地域の方々の公共交通利用率の維持・向上

1-1三江線に替わる「市町間交通」

および「市町内交通」の構築

1-2ニーズに応じた柔軟な形態による「市町内交通」の確保

2.主要な都市等との移動時間の短縮
2-1主要都市や都市間交通の拠点にアクセスする

「広域連携交通」の活用

3.地域拠点における最適な乗換時間の設定 3-1乗換えしやすいダイヤの設定

誰
も
が
安
心
し
て
利
用
で
き
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持
続
可
能
な
公
共
交
通
の
提
供

4.公共交通を利用する上でのバリアの解消

4-1利用者に応じたバス車両の導入

4-2バス停留所の機能強化

4-3利用しやすい運賃の設定

4-4誰にでもわかりやすい運行情報の提供

5.安心・安全な運行環境の整備 5-1非常時・災害時に向けた体制づくり

6.事業者による運行の継続 6-1運行継続に求められる支援の実施
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7.観光を目的とした公共交通利用者の増加 7-1観光を目的とした公共交通利用者の開拓

8.公共交通に関する

コミニュケーション機会の増加

による住民意識の向上

8-1公共交通に関する住民とのコミュニケーションの推進

8-2モビリティ・マネジメントの推進

9.魅力ある地域づくりに向けた

地域との協働による取組の進展

9-1公共交通と地域づくりの連携

9-2小さな拠点づくり活動との連携

沿線 交通 地域 その他 平成29年 平成 平成 平成 平成 平成

市町 事業者 住民 関係者 (10月より) 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

1-1 三江線に替わる「市町間交通」および「市町内交通」の構築 ○ ○ 検討 実施

1-2 ニーズに応じた柔軟な形態による「市町内交通」の確保 ○ ○ ○ 検討・随時実施

2-1 主要都市や都市間交通の拠点にアクセスする「広域連携交通」の活用 ○ ○ 検討 実施

3-1 乗換えしやすいダイヤの設定 ○ ○ ○ ○ 検討 随時実施

4-1 利用者に応じたバス車両の導入 ○ ○ ○ ○ 検討 随時実施

4-2 バス停留所の機能強化 ○ ○ ○ ○ ○ 検討・随時実施

4-3 利用しやすい運賃の設定 ○ ○ ○ ○ 検討 実施

4-4 誰にでもわかりやすい運行情報の提供 ○ ○ ○ ○ 検討 実施

5-1 非常時・災害時に向けた体制づくり ○ ○ ○ ○ ○ 検討・随時実施

6-1 運行継続に求められる支援の実施 ○ ○ ○ ○ 検討・随時実施

7-1 観光を目的とした公共交通利用者の開拓 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検討・随時実施

8-1 公共交通に関する住民とのコミュニケーションの推進 ○ ○ ○ 検討・随時実施

8-2 モビリティ・マネジメントの推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検討・随時実施

9-1 公共交通と地域づくりの連携 ○ ○ ○ ○ 検討・随時実施

9-2 小さな拠点づくり 活動との連携 ○ ○ ○ 検討・随時実施

事   業
島根県 広島県

実施主体 事業スケジュール
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  三江線に替わる新しい公共交通ネットワークの構築

地域の方々の公共交通利用率の維持・向上

▼三江線に替わる「市町間交通」および「市町内交通」の構築

 三江線に替わる新しい交通として地域の実情に沿った「市町間交通」、「市町内交通」を構築します。

主要な都市等との移動時間の短縮

▼主要都市や都市間交通の拠点にアクセスする「広域連携交

通」の活用
 三江線沿線と主要都市との移動時間が短縮できるよう、

広域連携交通と市町間交通・市町内交通のスムーズな乗

換えが可能なダイヤ（接続時間：概ね30分以内）を検討
します。

地域拠点における最適な乗換時間の設定

▼乗換えしやすいダイヤの設定

 「市町間交通」と「市町間交通」との乗換えが発生する
地域拠点において、「市町間交通」間でのスムーズな乗

換えが可能なダイヤ（接続時間：概ね30分以内）を検討

します。
 その他の既存の「市町内交通」についても、「市町間交

通」とのスムーズに乗換え可能なダイヤ（接続時間：概
ね30分以内）を検討します。

▼ニーズに応じた柔軟な形態による「市町内交通」の確保

 区域型交通の運行やタクシーの活用など、より地域の実
情に即した柔軟な形態による「市町内交通」を検討しま

す。

①江津・川本間の重複路線の解消

②川本・浜原間の路線の見直し

③粕淵・大和間の路線の見直し

④大和・三次間の路線の見直し

石見
川本

大田

美郷町営バス 邑智循環線

JR三江線

石見
川本 粕淵

大田

川本・浜原線（仮称）

明塚
江津・川本線（仮称）

明塚

石見交通 粕渕線

石見交通 粕渕線

粕渕・大和線
（仮称）

浜原

浜原

粕淵

明塚エリア
（仮称）

竹・京覧原・粕渕線（仮称）

島根中央高校
スクールバス

沢谷

沢谷

信喜・粕渕エリア
（仮称）

乙原・粕渕エリア
（仮称）

美郷町営バス
粕渕都賀線

信喜・粕渕エリア
（仮称）

飯南町営バス谷・赤名・頓原線

粕淵

大田

石見交通 粕渕線

大田

石見交通 粕渕線

川本・浜原線（仮称）

美郷町営バス粕渕都賀線

粕渕・大和線（仮称）

JR三江線
浜原

浜原粕淵

大和・三次線
（仮称）

上野

GR
大和

GR
大和

石見
都賀

備北交通 作木線

沢谷

沢谷

飯南町営バス谷・赤名・頓原線

粕淵・大和線（仮称）

宇都
井

阿須
那

GR
大和

羽須美
支所

三次

上野

備
北
交
通

赤
名
線

飯南町営バス谷・赤名・頓原線

式敷・三次線（仮称）

川の駅・三次線
（仮称）

伊賀
和志

川の駅

式敷

宇都井・口羽線
（仮称）

大和・三次線（仮称）

江平・上ヶ畑
エリア（仮称）

GR
大和

羽須美
支所

川の駅

式敷

三次

石見
都賀

宇都
井

備北交通 作木線

備
北
交
通

赤
名
線

飯南町営バス谷・赤名・頓原線

伊賀
和志

JR三江線

赤名

赤名

市立三次中央病院

引城エリア
（仮称）

三次市民バス 作木町線

三次市民バス
作木町線

江津
駅

川戸
石見
川本

江津・川本線（仮称）

鹿賀

済生会江津
総合病院

江津・川平エリア
（仮称）

川戸・鹿賀エリア
（仮称）

石見交通 川戸線 島根中央高校
スクールバス

江津高校・江津工業高校
スクールバス

江津市生活バス
坂本線

江津
駅

川戸
石見
川本

JR三江線

鹿賀

道の駅
かわもと

川本・浜原線（仮称）

田津

川戸・田津線
（仮称）

川平

川平

道の駅
かわもと

江津市生活バス
川戸線

江津市
〇江津・川平エリア

〇川戸・鹿賀エリア

美郷町
〇明塚エリア

〇信喜・粕渕エリア

邑南町
〇引城エリア

〇江平・上ヶ畑エリア

江津市 〇「鹿賀・川戸線（仮称）」を含む桜江エリア

美郷町 〇大和エリア

邑南町
〇「宇都井・口羽線（仮称）」「引城エリア（仮称）」「江平・上ヶ畑

 エリア（仮称）」を含む羽須美エリア

安芸高田市 〇「式敷・三次線（仮称）」を含む高宮エリア

第1段階からの実施

第2段階からの実施

  


